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○ 患者の立場に立った医療の実践�

○ 人間性豊かな、優れた医療人の育成�

○ 高度で、先進的な医療や医学研究の推進�

○ 健康増進活動による保健・福祉の推進�

○ 地域の医療機関との円滑な連携�

兵庫医科大学病院は、安全で質の高い

医療を行い、地域社会へ貢献すると

ともに、よき医療人を育成します。�
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兵庫医科大学救命救急センターは、昭和５５年（１９８０年）４月に国と兵庫県の補助を受けて阪神間６市１町

（芦屋市、尼崎市、伊丹市、川西市、宝塚市、西宮市、猪名川町）の第三次救急医療機関（最終的救急

医療機関）として兵庫医科大学病院に併設されました。その後、三田市が加わり、さらに救急救命士の

養成などで篠山市、氷上郡（現丹波市）の要請を受けて、現在は人口約１８０万人の地域をカバーしてお

ります。厚生省は、救命救急センターの要件としては以下の（１）～（４）を設けております。

（１）原則として、複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を２４時間体制で受け入れること。

（２）初期救急医療機関及び二次救急医療機関の後方病院であり、原則として、これらの医療機関及び

救急搬送機関からの救急患者を２４時間体制で必ず受け入れること。

（３）適切な救急医療を受け、生命の危険が回避された状態にあると判断された患者については、積極

的に併設病院の医療機関等に転床させ、常に必要な病床数を確保すること。

（４）医学生、臨床研修医、医師、看護学生、看護師及び救急救命士等に対する救急医療の臨床教育を

行うこと。

当センターの理念と基本方針は、上記（１）、（２）、（３）の要件を満たす「生命の危機に瀕し、緊急

の治療が必要な患者」を受け入れ、治療に当たるとともに、地域医療機関の担当医から対応できないため、
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転院・収容の依頼があった患者も重症救急患者と見なし受け入れ、治療に当たること、すなわち、「地

域のＩＣＵ」としての役割を担うこととしております。以下に施設・スタッフ、受け入れ患者、診療方

針、退院の指針、運営関連会議を示します。

【施設・スタッフ】

・兵庫医科大学病院８号館１階　病床３０床（内７床はＩＣＵ）

・専任職員；医師２５～３０名、看護師４０数名、検査技師１名、事務員１名、補助婦３名。

・部長；丸川征四郎　副部長；吉永和正　医局長；切田　学　病棟医長；大家宗彦

外来医長；小谷穣治　　看護師長；高橋仁美

・ホームページ　http://www.hyo-med.ac.jp/hospital/kyuumei/index.html

【受け入れ患者】

・原則として消防、医療機関から依頼された重症（対応困難）救急患者はすべて受け入れる。

救急隊員が現場で重症と判断した傷病者（心肺機能停止、高エネルギー外傷など）で対応不可能なた

め依頼のあった患者。

・一般市民からの連絡で地域医療機関での対応が困難と判断されるもの。

・特殊症例（眼科、耳鼻咽喉科、歯科などの救急患者）の対応窓口にもなる。

【診療方針】

・緊急検査、緊急手術は２４時間実施可能である。

・チーム医療で診療にあたる。

・入院後は迅速に診断のための検査を行う。

・病態が把握できれば治療方針を決定し救命救急センターＩＣＵまたは、一般病床に収容する。

・病態が安定すれば治療途中でも転科、転院する。

・院内各科と積極的に連携して診療に当たる。

【退院の指針】

・状態が安定し他医療機関での診療継続が可能と判断されればできるだけ早期に退院する。

・退院先は紹介元病院を原則とする。

・消防が直接搬送した患者の退院先は、本人および家族と相談して決める。

・患者、家族が希望する退院先病院がある場合はその病院を最優先に打診する。

【運営等の関連会議】

・救命救急センター運営委員会（院内）

・救命救急センター運営協議会（地域）

・阪神丹波地区メディカルコントロール（ＭＣ）協議会

当センターは、重症化が懸念されれば早期に転送していただき、生命危機が回避されれば早期に元

の医療機関へ転送する「地域医療機関との早期対応サイクル」を形作りたいと考えています。救命救

急センターの特殊性をご理解のうえ、兵庫医科大学救命救急センターを活用していただきますよう

お願いします。

２００３年４月～２００４年３月の搬入患者統計は以下のとおりです。

病院転帰の比率と救命率（院外心肺機能停止例, 軽症外来帰宅例は除く）　　　　　2003. 4～2004. 3
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兵庫医科大学病院眼科は、常に患者様に最新・最良の眼科医

療を提供するとともに，患者様に満足していただける診療を目

指しています。同じ診療内容であっても、医療側スタッフの対

応によって医療を受ける側の満足度は大きく変わりますので、

医師・視能訓練士・看護師・事務系職員一同できるかぎり親切

で丁寧な対応を心がけています。

実際の診療内容は、一般初診、一般再診以外に、角膜、緑内障、

網膜硝子体、斜視、神経眼科、ロービジョン、ボツリヌス治療の

特殊外来を設け、それぞれの専門分野のエキスパートが診療にあ

たっています。

特に当科では他院ではあまり積極的な治療を行っていない分野

にも力を注いでいるのが特徴です。例えば、斜視では小児の斜視だけでなく、西日本で随一の麻痺性

斜視手術件数を実施しており、他府県の大学病院の眼科、脳神経外科、神経内科からも多くの患者様

の紹介を受けています。また低視力者に対するロービジョンクリニックでも日本でも有数の規模と内

容でカウンセリングを行っています。さらにボツリヌス治療外来は、日本で最多の患者数の眼瞼痙攣・

半側顔面痙攣の治療を行っており、北海道から九州まで患者様が治療に通院しておられます。また、

最近ではレーザーメスの導入により眼瞼手術の件数が飛躍的に増大し、年間１００眼を超えています（全

手術件数は年間約１４００件）。このように兵庫医科大学病院の眼科は紹介が非常に多く、そのため外来患

者様の待ち時間が長いのが難点でしたが、現在逆紹介を積極的に進めるとともに、来年度より視能訓

練士を６名に増員して外来の待ち時間の短縮にも努力しておりますので、どのような疾患、どのよう

な患者様であってもご紹介いただければ幸いです。
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● 眼　　　　　科 ●

網膜の断層を観察する機器です。
４月よりOCT3000にバージョン
アップします。

2003. 4～2004. 3の救命救急センター対応内訳�

内因性疾患搬入別比率�
救命救急センター対応902例�

外因性疾患搬入別比率�
救命救急センター対応791例�
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◆編集・発行

平成１７年３月１日

兵庫医科大学病院地域医療室

〒６６３－８５０１ 兵庫県西宮市武庫川町１番１号

ＴＥＬ ０７９８－４５－６１１１（大代表）

０７９８－４５－６００１（地域医療室）

ＦＡＸ ０７９８－４５－６００２（地域医療室・予約専用）

編集後記

本年は新しい事にどんどんチャレンジする年にしたい

と職員一同決意も新たに頑張りたいと思っております。

宜しくお願いします。

（編集委員・地域医療室一同）

当院では、患者さまやご家族のご相談・お問合せをお受けする下記の各種相談窓口を設けております。

相談内容等については、秘密を厳守いたします。

患者さまやご家族が不利益を受けないよう適切に配慮いたします。今回は以

下の窓口をご紹介します。

在宅看護相談室

在宅看護相談室では、患者さまやご家族の方が、退院後ご家庭で安心して過ごせるよう、お困りにな

っていること、不安に思っていることなどについて、ご相談をお受けしております。

病院で行っていた処置を自分やご家族が行わないといけないとき、ご家族が介護をしていくにあたって

ご心配なことがあるときなど、お気軽にご相談ください。

●お申し込み方法：直接お越しください。

●場　　所：１号館３階　内科外来　北ゾーン

●連 絡 先：在宅看護相談室０７９８（４５）６２０７

●担 当 者：看護師、保健師

●受付時間：平日　午前８時３０分～午後４時

土曜日（第１・３・５） 午前８時３０分～正午

紹介受付時間を午後７時まで延長します！
このたび、地域医療連携の推進及び患者サービス向上の一環として、先生方からご紹介いただく患者

さまの診察予約の手続きにかかる時間を少しでも短縮できるよう、オーダーリングシステムを導入する

こととなりました。またシステム導入を機に４月から診察予約の受付時間を平日午後７時まで延長する

ことといたしましたので、ご利用いただければ幸いに存じます。今後とも、先生方のご希望に少しでも

近づけられるよう努力して参りますので、何卒よろしくお願いいたします。

各種相談窓口のご案内

患 者 相 談 窓 口
医療社会福祉部
在宅看護相談室
お 薬 相 談 室
栄 養 相 談 室

紹介受付時間の延長のお知らせ


